
事業所 提出先

株式会社アダストリア

株式会社BUZZWIT

株式会社エレメントルール

株式会社ADASTRIA eat Creations

株式会社ADOORLINK

株式会社アダストリア・ロジスティクス

株式会社アダストリア・ゼネラルサポート

株式会社オープンアンドナチュラル 株式会社オープンアンドナチュラル　健康保険組合担当部署

株式会社ゼットン 株式会社ゼットン　健康保険組合担当部署

株式会社鈴屋 株式会社鈴屋　健康保険組合担当部署

社会福祉法人　葵新正会 社会福祉法人　葵新正会　健康保険組合担当部署

株式会社アダストリア

人事部　労務チーム

〒150-8510

東京都渋谷区渋谷2-21-1

渋谷ヒカリエ19階

傷病手当金の支給スケジュールについて

原則毎月12日までに健康保険組合へ到着した申請を、翌月15日給与で支払います。

※初回申請時は、傷病手当金の支給状況等について、前所属の健康保険組合へ文書で照会を行うため、

　審査にお時間がかかります。

※健康保険組合到着日付が毎月12日分までとなります。事業主到着日付ではありません。

※健康保険組合到着前に、事業主による勤務状況確認等の証明作業があります。

※傷病の原因が第三者によるもの、または業務上・通勤途上である場合、別途届出が必要になります。

　（必要書類は健保組合より送付致します。）


